
管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中

を

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
九
号
の
二(

二)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
号(

一)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
号(

三)

中

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
八
号(

一)

中

を
削
る
。 

                      

「
1
0
0
分

の
1
0
8
」

 
「

1
0
0
分

の
1
1
0
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 

「
平

成
」

 



 

様
式
第
六
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                  



様式第六十二号 

 

                               決定者印 

 

予 定 価 格 調 書              

 

 

 

年  月  日  

 

  予定価格を次のとおり決定する。 

 

  予定価格                         円 

 

 （※予定価格の100／108（又は100／110）            円） 

 

   最低制限価格                      円 

 

  （※最低制限価格の100／108（又は100／110）         円） 

 

記 

 

  給付の内容                            

 

  数   量                            

 

  参 考 価 格                            

 

 

 

 

 備考 １ ※印の欄には、100を当該契約に適用される消費税及び地方消費税の税率に相

当する数に100を加えた数で除して得た割合を、予定価格又は最低制限価格の額

に乗じて得た額を記入すること。 

    ２ 「給付の内容」欄には、物の購入に係る場合はその品目を、役務の提供に係る

場合はその役務の種類を記入すること。 

    ３ 「参考価格」欄には、設計額、調査によって得た見積額等を記入すること。 

    ４ 記以下の項目の記入は、補助者が行うこと。 

    ５ この様式によりがたい場合は、この様式に準じて作成することができる。 



 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三

の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

１ 

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
領
収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
（
施
行
日
前
に
発
し

た
納
入
通
知
書
に
よ
り
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
領
収

し
た
使
用
料
及
び
貸
付
料
並
び
に
施
行
日
前
に
発
し
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
施
行
日
以
後
に
領

収
す
る
使
用
料
及
び
貸
付
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要 

 

 

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


